
委　託　業　務　名 秋田市河辺墓地管理業務委託

委   託   場   所 秋田市河辺和田字岡村地内　秋田市河辺墓地

契 約 履 行 期 間

事　務　内　容

３月・８月・９月は１
回追加する

　供物の撤去 ● ● ●

年３回 お盆明け 彼岸明け 彼岸明け

　集水桝清掃

年１回（適宜）

　剪　定

（年１回）

　草刈り

年２回（一部１回）

　除草剤散布

（年２回）

　樹木冬囲い設置・撤去

（年１回）

　巡視点検、供花撤
去、トイレ清掃含む
　　　　　（月１回）

７　月

秋田市河辺墓地管理業務工程表

12　月 1　月 ２　月 ３　月４　月

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

（設置） （撤去）

彼岸明け

10　月５　月 ６　月 11　月８　月 ９　月


